
10・11月分のがん検診・
すこやか健診

早期発見のため、がん検診を受けましょ
う。各検診部位のがんで治療中や経過観察中の方
は対象外です。自覚症状がある方は、医療機関を受
診してください。
内容　①�各がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮

頸
けい

）、胃リスク検診、肝炎ウイルス検診、結
核検診

� ②③すこやか健診
日時　①10/11㈮※・30㈬・11/21㈭※・29㈮
� ②10/30㈬
� ③�10/8㈫（星田会館）・11/11㈪（倉治公民

館）・20㈬（私部会館）
場所　①②ゆうゆうセンター③各会館
定員　先着順。各項目が定員になり次第受付終了
申込　7/5㈮から電話・web予約

予約先

右記以外の方 40～ 74歳の
市国保加入者

問�健康増進課�☎893-2111

8020達成者を表彰します

80歳で20本以上歯がある方を表彰します。対象
者は応募した歯科医院で11月以降に表彰します。
対�象　R6.4/1現在、市内在住の満80歳以上で
▷20本以上自分の歯がある方
▷�過去に交野市歯科医師会8020達成者表彰事業
で表彰されたことがない方
申�込　8/31㈯までに市内の歯科医院で事前審査
（審査料は無料）
問�（一社）交野市歯科医師会�☎895-2558

北河内4市リサイクル施設組合議会 
臨時会傍聴

日時　7/25㈭14:00 ～ (13:30受付)
場所　北河内4市リサイクルプラザ3階　研修室
定員　20人（先着）
申込　直接会場
※議事都合で日時等が変更になる場合があります。
詳細はHPをご覧ください。
問�北河内4市リサイクル施設組合事務局
� ☎823-2038

不法就労防止にご協力ください

不法滞在者や就労資格のない外国人を雇用した
り、あっせんしたりすると、事業主が罰せられま
す。事業主のみなさんは、外国人を雇用する際には
必ず在留カード等の身分証明書で在留資格や在留
期間を確認し、外国人が不法就労にならないよう
に注意してください。
問�交野警察署�☎891-1234

涼み処を開設

市では、冷房施設を有し、暑さがしの
げる場所を涼み処（クーリングシェル
ター）として開放しています。施設の詳細は市HP
を確認し、お出掛けの際にご活用ください。
問�環境衛生課�☎892-0121

HP

HP

花火は楽しく安全に

使い方を誤ると、火災や火
や け ど

傷等につながりかねま
せん。ルールを守って楽しく遊びましょう。
①大人と一緒に遊び、夜遅くまで騒がない。
②正しい位置に、正しい方法で点火する。
③水の入ったバケツを用意し、後片付けを徹底する。
④手持ちの筒もの花火は、手の位置に注意する。
⑤風の強い日はやめる。
⑥�花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののそ
ばで遊んだりしない。
⑦�途中で火が消えても、花火の筒の先に顔や手を
出さない。
⑧たくさんの花火に一度に火をつけない。
⑨花火をほぐしたり、ポケットに入れたりしない。
問�消防本部予防課�☎892-0012

サマージャンボ宝くじ

宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。当せん金は1等・前後賞合わ
せて7億円です。
発売期間　7/8㈪～ 8/8㈭
※�サマージャンボミニも同時発売。宝くじ公式サ
イトからも購入できます。
問�（公財）大阪府市町村振興協会�☎06-6941-7441

献血にご協力ください

7月は愛の血液助け合い運動月間で
す。献血を安定的に届けるため、web上
で献血の記録確認ができるラブラッドにもぜひご
登録ください。
日時　7/26㈮14:00 ～ 16:30
場所　ゆうゆうセンター正門横
問�福祉総務課�☎893-6400

お知らせお知らせ

HP

熱中症に気をつけて

熱中症は、屋外だけでなく室内でも夜でも発生
し、命にかかわることもあります。梅雨明けは体が
暑さに慣れておらず、熱中症になりやすいため、次
のことに注意しましょう。
▷のどが渇く前に、こまめに水分・塩分補給をする。
▷�無理な節電は控え、エアコンや扇風機を適切に
使用する。

▷�吸湿性・速乾性のある通気性のいい衣服を着用
する。

▷外出時は、日傘や帽子を着用する。
▷�熱中症警戒アラートを活用し、アラート発令時
の外出は控える等、暑さを避ける。

▷暑さ指数に応じて、外での運動を中止・延期する。
問�健康増進課�☎893-2111

近畿財務局多重債務無料相談窓口

借金問題について、専門の相談員が解決方法をア
ドバイスします。
日時　月曜～金曜日（祝日を除く）
� 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
電話・問�近畿財務局�☎06-6949-6523

森林の土地の所有者届出
（森林法に基づく事後届出）

H24.4月以降、森林の新たな所有者と
なった方は、森林法に基づきその旨を土地所在地
の市町村に届出が必要です。この制度は森林の整
備・保全や木材利用等の政策を推進するため、府・
市町村が森林の所有者を正しく把握することを目
的としています。
対�象　個人・法人を問わず、売買や相続等により森
林の土地を新たに取得した方。ただし、国土利用
計画法に基づく土地売買契約の届出を提出して
いる方は対象外です。

詳細は市HPを参照。
問�環境衛生課�☎892-0121
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健康増進課
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☎892-0121
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